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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

６０６ 令和７年度クリーニング師試験を実施する 安全衛生課

件

６０７ 保安林の指定施業要件を変更する件 森林土木・保全課

６０８ 道路の供用を開始する件 高規格道路課

【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

１２※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律施行令附則第２項の規定に基づく

型式の指定に関する規則を廃止する規則

【公安委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

２０ 平成４年徳島県公安委員会告示第５号（銃

砲刀剣類の所持許可証の許可、確認、更新

及び書換事務に使用する徳島県公安委員会

印を定める件）を廃止する件



徳
島
県
告
示
第
六
百
六
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七

年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

試
験
の
日
時

令
和
八
年
二
月
十
七
日
（
火
曜
日
）
午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
六
七

徳
島
県
徳
島
合
同
庁
舎

三

試
験
科
目

１

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識

２

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識

３

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能

四

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者

五

受
験
願
書
等
の
請
求
先

徳
島
県
総
合
県
民
局
、
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
又
は
徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
（
徳
島
市

万
代
町
一
丁
目
一
番
地
）

六

受
験
願
書
等
の
配
布
期
間

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
（
水
曜
日
）
か
ら
令
和
八
年
一
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「

県
の
休
日
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

七

受
験
願
書
等
の
提
出
期
間

令
和
八
年
一
月
七
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
と

す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
同
月
十
六
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に

限
り
受
け
付
け
る
。

八

受
験
願
書
等
の
提
出
先

受
験
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
徳
島
県
総
合
県
民
局
又
は
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
と
す
る
。
た
だ

し
、
県
外
居
住
者
に
あ
っ
て
は
、
徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

九

受
験
願
書
の
添
付
書
類

１

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
に
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
・
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名

を
記
載
す
る
こ
と
。
）
を
貼
付
す
る
こ
と
。
）

２

受
験
票

十

受
験
手
数
料

七
千
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

十
一

持
参
す
る
も
の

受
験
票
及
び
筆
記
具

十
二

合
格
発
表

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
（
水
曜
日
）
に
徳
島
県
庁
西
側
掲
示
板
及
び
徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に



て
合
格
者
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る
。

十
三

得
点
の
開
示

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点
の
開
示
を
希
望
す
る
者
（
受
験
者
本
人
に

限
る
。
）
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
一
月
以
内
（
県
の
休
日
を
除
く
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の

間
）
に
、
徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
へ
顔
写
真
の
添
付
さ
れ
た
自
ら
を
証
す
る
書
類
を
持
参
す

る
こ
と
。

十
四

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
二
二
九
）
、
徳
島
県
総
合
県
民
局

又
は
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局



徳
島
県
告
示
第
六
百
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
福
原
字
杉
地
一
二
四
の
一
か
ら
一
二
四
の
三
ま
で
、
一
二
五
の
一
か
ら
一
二
五

の
三
ま
で
、
一
二
九
の
一
、
一
二
九
の
三
か
ら
一
二
九
の
七
ま
で
、
一
三
〇
の
一
か
ら
一
三
〇
の
六
ま

で
、
一
三
一
の
一
か
ら
一
三
一
の
六
ま
で
、
一
三
二
の
一
か
ら
一
三
二
の
五
ま
で
、
一
三
三
の
一
七
か

ら
一
三
三
の
二
〇
ま
で
、
一
三
三
の
三
九
か
ら
一
三
三
の
四
八
ま
で
、
一
三
四
の
一
か
ら
一
三
四
の
四

ま
で
、
一
三
五
の
一
か
ら
一
三
五
の
三
ま
で
、
一
三
六
の
一
か
ら
一
三
六
の
五
ま
で
、
一
三
七
の
一
か

ら
一
三
七
の
五
ま
で
、
一
三
八
の
一
か
ら
一
三
八
の
三
ま
で
、
一
三
八
の
五
か
ら
一
三
八
の
一
二
ま
で

、
一
三
九
の
二
、
一
三
九
の
三
、
一
三
九
の
七
、
一
三
九
の
八
、
一
四
一
の
一
、
一
四
一
の
三
、
一
四

二
の
一
、
一
四
二
の
二
、
一
四
五
の
一
、
一
四
五
の
三
、
一
四
五
の
六
、
一
四
六
の
一
、
一
四
六
の
二

、
一
四
六
の
八
、
一
四
六
の
一
三
か
ら
一
四
六
の
一
八
ま
で
、
一
四
六
の
二
二
、
一
四
六
の
二
三
、
一

四
七
の
一
、
一
四
七
の
二
、
一
四
八
の
一
、
一
四
八
の
二
、
一
四
九
の
一
か
ら
一
四
九
の
四
ま
で
、
字

月
ヶ
谷
三
九
の
二
、
五
二
・
五
六
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
八
、

五
九
の
一
、
六
〇
の
一
・
六
一
・
六
二
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
六

三
、
六
七
の
一
か
ら
六
七
の
四
ま
で
、
六
八
、
六
九
の
一
、
六
九
の
二
、
七
〇
の
一
、
七
一
、
字
中
山

一
三
〇
の
一
か
ら
一
三
〇
の
三
ま
で
、
一
三
〇
の
七
、
一
三
六
、
字
吉
ヶ
平
三
二
の
一
、
三
二
の
二
、

三
二
の
四
、
三
二
の
五
、
三
四
の
一
、
三
四
の
二
、
三
四
の
五
、
三
四
の
六
、
三
五
の
一
、
三
五
の
三

、
三
六
の
四
、
四
三
の
一
か
ら
四
三
の
四
ま
で
、
四
四
、
四
五
の
一
か
ら
四
五
の
六
ま
で
、
四
六
の
一

、
四
六
の
二
、
四
七
の
一
か
ら
四
七
の
六
ま
で
、
四
七
の
一
〇
、
四
八
の
一
か
ら
四
八
の
五
ま
で
、
四

九
の
一
、
四
九
の
二
、
大
字
旭
字
木
屋
谷
四
三
、
四
五
、
四
八
の
一
、
四
八
の
四
か
ら
四
八
の
八
ま
で

、
四
八
の
一
〇
、
四
八
の
二
〇
、
四
八
の
二
一
、
字
龍
谷
三
八
の
三
八
か
ら
三
八
の
四
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び
上
勝
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
六
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
十
二
月
五
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

小
松
島
市
田
浦
町
字
前
山
一
番
一

６

三
地
先
か
ら

徳
島
上
那
賀

六
五
・
六

令
和
七
年
十
二
月
五
日

１

徳
島
市
飯
谷
町
高
良
二
六
番
二
〇

地
先
ま
で



 

 

 

 

 




